
 - 1 - 

ポーランド週報 
（２０２４年６月１３日～２０２４年６月１９日） 

令和６年（２０２４年）６月２１日 

H E A D L I N E S 

政治 
大統領府長官の交代 

ポルサット・テレビが同局ジャーナリストによる大統領選挙出馬の可能性を否定 

有罪判決を受けて下院議員資格を失った「法と正義」（ＰｉＳ）所属の政治家が採択プロセスに加わっ

ていない法改正案は違違だと憲法法廷が判示 

司法基金不正利用スキャンダルに関連して法相が「主権ポーランド」（ＳＰ）所属議員の不逮捕特権

剥奪を要請 

マウォポルスキエ県知事ポストをめぐる動き 

ＮＡＴＯ国防相会合の開催 

リトアニア副首相とコシニャク＝カミシュ副首相兼国防大臣との会談 

多国間演習「ユーレテックス２４」開始 

多国間演習「スリー・ソード２４」開始 

シコルスキ外相のバルト海諸国評議会閣僚会合への参加 

ドゥダ大統領の「ウクライナの平和に関するサミット」への出席 

ポーランド軍准将がＮＡＴＯ通信情報局参謀長に選出 

ポーランド・モルドバ外相会談の実施 

ポーランド軍参謀総長ククワ大将と吉田統合幕僚長との会談 

 

【お
願
い
】３
か
月
以
上
滞
在
さ
れ
る
場
合
、
「在
留
届
」を
大
使
館
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
大
規
模
な
事
故
・災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
、
所
在
確
認
・救
援
の
根
拠
と
な
り
ま
す
。 

問
合
せ
先:

大
使
館
領
事
部 

電
話
２
２ 

６
９
６ 

５
０
０
５ 

F
ax 

５
０
０
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各
種
証
明
書
、
在
外
投
票
、
旅
券
、
戸
籍
・国
籍
関
係
の
届
出
に
つ
い
て
も
ど
う
ぞ
。 

経済 
ウクライナ避難民に対するポーランド世論の変化 

ウクライナ人６万人の教育に５億ズロチを拠出 

ポーランド政府内に新たな経済機関を創設 

５月のインフレ率発表 

InPost の太陽光発電宅配ロッカーの導入  

モドリン空港の拡張 

クラクフは重要なグローバルＩＴハブに 

Ｏｒｌｅｎグループ、再生可能エネルギーを燃料に変換する PGNiG 支店を開設 

ポーランド初の合成開口レーダー衛星 

 

治安等 
８００万ズロチ相当のロシア産タバコを密輸したトラックの摘発に関する報道 

ベラルーシ国境からの不法移民に関する世論結果 

スパイ容疑で有罪判決を受けた被告３人の失踪に関する報道 

ロシアによるサイバー攻撃に関する世論結果 

 

大使館からのお知らせ 
能登半島地震災害義援金について（ポーランド国内の口座） 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ 

「在留届」の提出及び「たびレジ」への登録のお願い 

有効期間１０年の旅券の発給申請可能年齢等の引き下げについて 

旅券のオンライン申請等の開始について 
大使館広報文化センター開館時間 

文化行事・大使館関連行事 
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在ポーランド日本国大使館 

ul. Szwoleżerów ８、 ００-４６４ Warszawa Tel:+４８ ２２ ６９６ ５０００ 

http://www.pl.emb-japan.go.jp 

 

政   治 

 

大統領府長官の交代【１３日】 

１３日、イグナチャク＝バンディフ大統領府長官の

退任に伴い、パプロツカ大統領府国務大臣が大統

領府長官に就任した。ジェチポスポリタ紙は、大統領

府長官の交代について、マスタレレク大統領府室長

の就任以来最も重要な人事であると報じた。同紙に

よれば、公式にはイグナチャク＝バンディフ前大統

領府長官は健康上の理由で辞任したが、実は背景

にはマスタレレク大統領府室長との対立の深まりが

あったという。 

 

ポルサット・テレビが同局ジャーナリストによる大統

領選挙出馬の可能性を否定【１７日】 

１７日、民間放送局ポルサット・テレビは、同局

ジャーナリストのガヴリルク氏による大統領選挙出

馬の可能性を否定する声明を発出した。ガヴリルク

氏の大統領選挙出馬の有無については、今年２月

頃から当地メディアによって報じられており、世論調

査でも名前が挙がるほどであった。また、ガヴリルク

氏本人も大統領選挙出馬の真偽を明らかにしていな

かった。 

 

有罪判決を受けて下院議員資格を失った「法と正義」

（ＰｉＳ）所属の政治家が採択プロセスに加わっていな

い法改正案は違違だと憲法法廷が判示【１９日】 

１９日、憲法法廷は、中央反汚職庁（ＣＢＡ）勤務時

代の職権濫用により有罪判決を受けて下院議員資

格を失った「法と正義」（ＰｉＳ）所属の政治家であるカ

ミンスキ氏（元内務・行政大臣、現欧州議会議員）と

ヴォンシク氏（元内務・行政副大臣、現欧州議会議

員）が法案審議・投票プロセスに加わることなく議会

を通過した結果、ドゥダ大統領によって憲法法廷の

審査に付された国家研究開発センター法改正案の

採択形式について、ホウォヴニャ下院議長の恣意的

な行動の結果として両氏が同改正案の審議・投票プ

ロセスに加わることが許されなかったのは違法だとし

て、憲法違反だと判示した。しかし、国内メディアの

主要な論調としては、政府は憲法法廷の判断を無視

し、官報には掲載しないのではないかというものであ

る。なぜなら、政府は、現在の憲法法廷が正常に機

能しているとは考えていないからである。他方、同様

の理由を挙げて憲法法廷の審査に付されている法

案の中には２０２４年予算法案も含まれており、違憲

だと判断された場合には、たとえ官報に掲載されな

かったとしても、国際的な格付や財政評価などに何

らかの影響を及ぼす可能性は否めない。 

 

司法基金不正利用スキャンダルに関連して法相が

「主権ポーランド」（ＳＰ）所属議員の不逮捕特権剥奪

を要請【１９日】 

１９日、国家検察庁は、ボドゥナル法相兼検事総

長が、「法と正義」（ＰｉＳ）前政権による司法基金

（Justice Fund）の不正利用をめぐるスキャンダルに

関連して、ホウォヴニャ下院議長に対し、下院会派

「法と正義」（ＰｉＳ）の一翼を担う右派政党「主権ポー

ランド」（ＳＰ）所属のロマノフスキ下院議員（ＰｉＳ政権

における元法務副大臣）の不逮捕特権剥奪への同

意を求めた、と発表した。国家検査庁が収集した証

拠に基づけば、ロマノフスキ下院議員には１１件の

犯罪を行ったとの疑いがかけられているという。 

 

マウォポルスキエ県知事ポストをめぐる動き【１９日】 

１９日、マウォポルスキエ県議会において、「法と

正義」（ＰｉＳ）が推薦したクミタ下院議員（元マウォポ

ルスキエ県地方長官）の県知事選出に関する投票

が行われ、ＰｉＳが県議会で過半数を占めているにも

かかわらず、否決された。クミタ氏は、「一部のＰｉＳ所

属の県議会議員の中では、裏切りが起きていること

を投票結果は示している。」とコメントした。マウォポ

ルスキエ県議会では、県知事ポストをめぐって主導

権を握るＰｉＳの中で未だに緊張状態が続いており、

誰が県知事に就任すべきなのか合意に達していな

い。法律に従えば、もし県議会選挙の公式結果発表

が行われてから３か月が経過する７月９日までに県

知事を選出できなければ、早期選挙を行わなければ

ならなくなる。マウォポルスキエ県は、４月に県議会

議員選挙が行われてからまだ県知事が選出されて

いない唯一無二の県である。 

 

ＮＡＴＯ国防相会合の開催【１２～１３日】 

 １２日～１３日、ＮＡＴＯは、国防相会合を開催した。

ＮＡＴＯが主導するウクライナへの安全保障支援と軍

事訓練の計画に合意した。計画では欧州東部の加

盟国などに７００人近い人員を配備し、ウクライナ軍

の訓練指導や支援物資の調整・計画、輸送・整備を

管理する予定である。 

 

内    政 

外交・安全保障 

http://www.pl.emb-japan.go.jp/
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リトアニア副首相とコシニャク＝カミシュ副首相兼国

防大臣との会談【１３日】 

 １３日、コシニャク＝カミシュ副首相兼国防大臣は、

ＮＡＴＯ国防相会合に際して、リトアニア副首相と会

談した。特にポーランド・リトアニア国境の警備強化、

ハイブリッド脅威並びにサイバー空間における脅威

への対処について話し合われた。 

 

多国間演習「ユーレテックス２４」開始【１３日】 

 １３日、ドラフスコにて、ＮＡＴＯ加盟国１２か国から

千名以上の兵士の参加を得て多国間演習「ユーレ

テックス（ＥＵＲＥＴＥＸ）２４」が開始された。参加国間

の戦術、戦闘戦技の共有を焦点とし、相互運用性の

向上、多国籍環境下における経験の共有を狙いとし

て実施される。 

 

多国間演習「スリー・ソード２４」開始【１３日】 

 １３日、ルブリンにて、ポーランド、リトアニア、ウク

ライナの３か国多国間演習が開始された。２０２１年

から始まった同演習は、ルブリンに所在する３か国

の相互運用性の向上、軍事協力の強化を狙いにし

て実施される。 

 

シコルスキ外相のバルト海諸国評議会閣僚会合へ

の参加【１４日】 

 １４日、シコルスキ外相は、フィンランドのポル

ヴォーで開催されたバルト海諸国評議会（ＣＢＳＳ）

閣僚会合に出席した。同会合にはエストニア、フィン

ランド、アイスランド、リトアニア、ラトビア、ドイツ、ノ

ルウェー、ポーランド、スウェーデンの外相、デン

マーク国務長官、欧州連合（ＥＵ）代表が出席した。  

 会合では、ロシアの敵対的行動の問題を含め、バ

ルト地域における協力への課題に焦点が当てられた。

さらに、参加者は、危機への備えを強化し、ハイブ

リッド脅威に効果的に対抗する方法について議論し

た。参加閣僚らはまた、ＣＢＳＳ内でのさらなる協力

の機会についても話し合い、同評議会がこの地域の

全てのＥＵ及びＮＡＴＯ諸国を結集した唯一の政府間

組織であり、強力な政治的要素を特徴としていると

指摘した。 

 閣僚会合で採択されたポルヴォー宣言においては、

ロシアが現在行っているウクライナに対する不当な

侵略戦争を非難し、ロシアへの責任追及、制裁強化

等、ロシアに対するさらなる措置の必要性を指摘し

た。同時に、ウクライナの独立と主権、ＥＵへの加盟、

将来のＮＡＴＯ加盟に対する全面的な支持を強調し

た。また、ロシアによるハイブリッド作戦の増加や、ロ

シアとベラルーシによる移民を手段とする工作につ

いて言及した。両国に対し、あらゆる敵対的行為の

中止を呼びかけ、脅威に対抗するため、この地域に

おける協力を強化することの重要性を強調した。ま

た、バルト海におけるロシアの石油を輸送する、いわ

ゆる影の船団の行動による脅威は、対ロ制裁体制

のため、断固とした行動を取る必要があると述べた。

閣僚会合の参加者は、ＣＢＳＳが新たな状況に効率

的に適応していることを強調し、ＣＢＳＳ協力のさらな

る発展の重要性を指摘した。 

 なお、２０２４年７月からは、エストニアが１年間ＣＢ

ＳＳの議長国を務め、２０２５年７月からはポーランド

が議長国を引き継ぐ予定である。また、今回のフィン

ランド訪問に際して、シコルスキ外相は、ノルウェー

のアイデ外務大臣及びアイスランドのギルファドッ

ティル外相と二国間会談を行った。 

 

ドゥダ大統領の「ウクライナの平和に関するサミット」

への出席【１５日】 

 １５日、ドゥダ大統領は、スイスで開催された「ウク

ライナの平和に関するサミット」に出席した。大統領

は演説のなかで、ロシアによるウクライナ侵略からま

もなく２８か月を迎えることに触れ、ロシアを「世界最

大の植民地帝国」と呼び非難した。また、ベラルーシ

が、ロシア軍のベラルーシ領内からウクライナを攻撃

することを許容し、ポーランド及びバルト三国に対す

る移民を用いたハイブリッド攻撃に関与していること

を非難した。大統領は、ウクライナ支援を継続するこ

とは国際社会全体の義務であると呼びかけ、最終的

な和平協定は、ウクライナの主権、独立を守るため

の完全な実践的能力、モスクワの影響を受けずに自

由かつ妨げられることなく内政・外交政策を決定する

権利を保証するものでなければならないと述べた。 

 

ポーランド軍准将がＮＡＴＯ通信情報局参謀長に選

出【１５日】 

 １５日、クシシュトフ・コチュバ准将がＮＡＴＯ通信情

報局（ＮＣＩＡ）の参謀長に選出され、同職に就任する

初のポーランド人となる。任期は３年で、２０２５年３

月に開始される。同氏は、通信及び情報技術分野で

の経験を持ち、２０２１年以降、ＮＡＴＯ本部において

ＮＡＴＯ副最高情報責任者を務めている。 

 

ポーランド・モルドバ外相会談の実施【１７日】 

 １７日、シコルスキ外相は、モルドバのポペスク副

首相兼外務・欧州統合大臣と会談した。会談の中で

両外相は、モルドバのＥＵ加盟プロセスを加速させ、

モルドバ及びウクライナとの交渉を早急に開始する

必要性について合意した。また、両外相は、モルドバ

の主権、安定、安全に対する前例のないロシアのハ

イブリッド戦争を強く非難し、このような攻撃に対する

モルドバの国家機構と社会のレジリエンスを強化す

ることへのコミットメントを表明した。シコルスキ外相

は、国際法に従い、分離主義的なトランスニストリア

地域をモルドバ国内に平和的に再統合することを強

く提唱した。両外相は、地域的・国際的安全保障の

ための二国間戦略的協力をさらに進展させる用意が

あることを表明し、特にポーランドによるモルドバへ
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の直接投資に焦点を当てた、経済協力の強化にお

ける両国政府の関与の必要性を強調した。 

 

ポーランド軍参謀総長ククワ大将と吉田統合幕僚長

との会談【１８日】 

１８日、防衛省統合幕僚監部は、吉田統合幕僚長

がポーランド軍参謀総長ククワ大将を公式招待し、

会談を実施したことを発表した。基本的価値を共有

する戦略的パートナーである両国は、２０２２年２月

に日ポーランド防衛協力・交流に関する覚書に署名

しており、同年１２月に策定した国家防衛戦略におい

て我が国との関係強化に関心を示すポーランドとの

連携強化について記載された。 

 約１６年ぶりのポーランド軍参謀総長の訪日となっ

た今回の会談で、両者はロシアの隣国という両国の

共通点を踏まえた戦略環境認識や防衛政策等を共

有し、今後の日本・ポーランド防衛協力・交流の方向

性について認識の一致を図った。また、欧州とインド

太平洋地域の安全保障は不可分であり、力による一

方的な現状変更を断じて許さないという意思の下、

引き続き両国間の連携を強化していくことで一致した。 

 

ウクライナ避難民に対するポーランド世論の変化【１

８日】 

最新の国内世論調査によると、ポーランド国民は

ウクライナ避難民に対する意識は、否定的な認識が

高まっていることが明らかになった。現在、ウクライ

ナ避難民の定住を前提とした受け入れに賛成する

ポーランド国民は１７％に留まっており、（１年以上前

は３７％）６１％は戦争終結後に難民を本国に帰還さ

せることを望んでいる。 

他方、ウクライナ人児童の学校へのアクセスについ

ては、ポーランド人の態度に変化はなく、回答者の８

２％が支持しているが、カリキュラムについては意見

が分かれており、支持者の半分はポーランドのもの、

４０％は両国が共同で開発した新しいもの、と考えて

いる。ポーランドがウクライナを「間違いなく助けるべ

き」だと考える回答者は３１％にとどまり（２０２３年１

月時点では６２％）、「どちらかといえば助けるべき」

と考える回答者は４１％、「助けるべきではない」と考

える回答者は１９％であった。７２％は、戦争中で

あってもポーランドは自国の利益を優先すべきだと

考えている（反対意見はわずか１５％）。 

 

ウクライナ人６万人の教育に５億ズロチを拠出【１９

日】 

国民教育省は、ポーランド政府からの２，７８０万

ズロチの拠出を含む５億ズロチを欧州社会開発基金

から拠出し、ポーランドの学校に６万人のウクライナ

人児童を追加で受け入れる。現在、約６９，０００人

のウクライナの学齢期の子供たちが、この制度の枠

外にとどまっている。同省によると、対面教育を受け

られないことで、社会や労働市場で機能するための

適切な準備をする機会が減っているという。このプロ

ジェクトは、２０２４年第２四半期から第３四半期の間

に政府によって採択される予定である。 

  

ポーランド政府内に新たな経済機関を創設【１９日】 

政府内に経済政策を管理する新たな機関として、

閣僚会議経済委員会（Komitet Ekonomiczny Rady 

Ministrów）が結成される。同委員会は、同国の経済

政策の調整を主な任務とし、アンドレイ・ドマンスキ

財務大臣が委員長を務める。同委員会は、同国およ

び国際的な経済状況を分析し、政府に政策提言を

行う。同委員会には、財務大臣のほか、他の大臣や

各部門の代表者が参加する予定である。副委員長

には開発・技術大臣が就任し、その他のメンバーに

は、閣僚会議副議長、デジタル化大臣、国有財産大

臣、EU 問題担当大臣、基金・地域政策大臣、 インフ

ラ大臣、気候・環境大臣、産業大臣、家族・労働・社

会政策大臣、農業・農村開発大臣、戦略的エネル

ギーインフラ政府全権委員、他 2 名の国務長官で構

成される。 

５月のインフレ率発表【２０日】 

ポーランド国立銀行（ＮＢＰ）は、５月のコアインフレ

率（食料品とエネルギー価格を除く）が前年同月比３．

８％と発表。なお、金融政策委員会（ＲＰＰ）は現在、

金利引き下げの検討に消極的である。 

 

InPost の太陽光発電宅配ロッカーの導入【１８日】 

 InPostは、太陽光発電パネルと蓄電ユニットを内蔵

し、送電網へのアクセスに関係なくどこにでも設置で

きる新型宅配ロッカーの試験運用を開始した。この

試験運用は、グダンスクとクラクフのほか、英国、イ

タリア、フランスなどいくつかの欧州市場で実施され

ている。ポーランドでは９台、フィレンツェでは３台が

導入され、これまでのところバッテリーの交換は必要

ない。フランスのリール近郊では、今月末に９台の試

験運用を開始する予定である。 

経    済 

経済政策 

マクロ経済動向・統計 

ポーランド産業動向 
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 このイニシアチブは、InPost の二酸化炭素削減へ

のコミットメントと、ヨーロッパの様々な気候にネット

ワークを拡大する技術革新の象徴である。 

 

モドリン空港の拡張【１８日】 

 モドリン空港のトマシュ・シムチャク社長は、空港

ターミナル拡張のための入札を開始すると発表した。

年間２００万人の旅客に対応するよう設計された同

空港は、２０２３年には３４０万人の旅客が利用した。

業者が決定した後、９～１０月に準備工事を開始し、

２０２５年２～３月に拡張工事を開始する予定である。

出発・到着エリアを拡大し、ゲートを４つから８つに増

やす予定。誘導路の補修工事は昨年からすでに進

められており、４つの新しい駐機場の建設もまもなく

開始される。この拡張工事には３年を要する見込み

で、完成すれば年間約６５０万～７００万人の旅客に

対応できるようになる。また、ワルシャワから運用さ

れるリモートタワーも設置される予定で、その建設は

２０２６～２０２７年にかけて予定されている。 

 クリムチャク・インフラ大臣は、２０４５年までのモド

リン空港のマスタープランを承認した。２０３０年代初

めに建設予定の新しい滑走路も想定されている。こ

のマスタープランには、貨物ターミナルの建設、立体

駐車場の建設、すでに設計が進められている鉄道

の接続も含まれている。接続する鉄道の建設は、遅

くとも２０２９年までに完了する予定である。 

 

クラクフは重要なグローバルＩＴハブに【１９日】 

近年、クラクフは重要なグローバルＩＴハブとして台

頭しており、約６万人の専門家を雇用し、今年の雇

用成長率は６％を超えると予測されている。コンサル

ティング会社ＭＯＴＩＦＥとクラクフに拠点を置く企業団

体であるＡＳＰＩＲＥ協会がまとめた「クラクフＩＴ市場レ

ポート２０２４」は、クラクフのＩＴの可能性を形成する

上でアメリカ企業が重要な役割を担っており、クラク

フの技術系従業員の３分の１以上を雇用しているこ

とを強調している。 

今年、ハイテクおよびビジネスサービス部門で顕

著なレイオフが発生したにもかかわらず、クラクフは

ヨーロッパの極めて重要なテクノロジーハブであり続

け、新たな国際的ＩＴプレイヤーを誘致し、市のリー

ダーシップによるビジネスや学術界との積極的な関

与に支えられたイノベーション主導の成長を促進して

いる。

 

Ｏｒｌｅｎグループ、再生可能エネルギーを燃料に変換

する PGNiG 支店を開設【１９日】 

国営石油・ガス会社Ｏｒｌｅｎの傘下の国営ガス会社

PGNiG のオドラヌフ支店は、InGrid Power to Gas 研

究プログラムのもと、再生可能エネルギーからの電

力を水素などのガス燃料に変換する設備を立ち上げ

た。最初の焦点は、太陽光発電所からの約０．５Ｍ

Ｗを使用した「グリーン水素」の製造である。この電

解式水素製造設備は、年間２０トンの水素を製造し、

天然ガスと混合して、インフラや最終使用機器に与

える影響を配送網でテストすることを目的としている。

このイニシアチブは、水素経済におけるＯｒｌｅｎの戦

略的目標に沿うものであり、欧州全域におけるマル

チエネルギー部門のプレゼンスを強化するものであ

る。

 

ポーランド初の合成開口レーダー衛星【２０日】 

  ポーランドの宇宙産業企業 Eycore 社は、空間地

球画像レーダー用に設計されたポーランド初のＳＡＲ

（合成開口レーダー）衛星の計画を発表した。あらゆ

る超小型衛星プラットフォームに適応可能なＳＡＲ

レーダーは、ポーランドの宇宙技術における重要な

マイルストーンとなる。 

 Eycore 社は、Creotech Instruments 社と提携し、Ｓ

ＡＲレーダー機器を搭載した衛星プラットフォームの

開発・建設を進めている。最初の衛星は２０２５年後

半にSpaceX社と共同で地球低軌道をターゲットに打

ち上げられる予定である。 

 クレム社長は、ＳＡＲ衛星の商業化計画と将来の衛

星データ販売について強調している。ＳＡＲ技術は、

あらゆる気象条件下で地表の継続的な監視を可能

にする。Creotech 社との提携は、将来のレーダーシ

ステムを軌道上に投入し、ポーランドの宇宙上の機

能を拡大することを目的としている。 

 

 

８００万ズロチ相当のロシア産タバコを密輸したトラッ

クの摘発に関する報道【１４日】 

 １４日、国営メディア「PAP」は、８００万ズロチ相当

のロシア産タバコを積載したトラックが国税当局に押

収された事件について報じた。当局がこれまでに摘

発したロシア産タバコの密輸事案としては最大規模

であった。３５歳のベラルーシ人が運転するトラック

は、リトアニアからポーランドへ入国し、西ヨーロッパ

へ輸送される予定であった。トラックは、卵の運送を

装っていたが、内部からロシアの物品税印紙が貼ら

れたタバコの箱が５２万箱入っていた。 

 

ベラルーシ国境からの不法移民に関する世論調査

【１６日】 

エネルギー・環境 

科学技術 

治   安   等 
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 １６日、世論調査会社「Ipsos」は、ポーランド人の大

半がベラルーシとの国境からの不法移民を送還す

べきと回答したとの調査結果を明らかにした。同調

査では、回答者の６７％が、「ベラルーシとの国境を

越えようとする移民は入国を許可するべきではなく、

もし入国した場合はベラルーシ側に送還されるべき」

と回答した。そのほか、１９％が｢移民は入国を許可

され、亡命を求めることが認められるべき｣、１４％が

｢分からない又は難しい｣と回答した。調査によると、

不法移民の入国に反対した人の大半は右派系政党

の支持者であった。一方、左派系政党の支持者は、

そのうち４３％が移民の入国を支持しており、比較的

割合が高かった。同調査は、６月４日から６日にかけ

て、１，０７１人を対象に行われた。 

 

スパイ容疑で有罪判決を受けた被告３人の失踪に

関する報道【１７日】 

 １７日、ジェチポスポリタ紙は、ロシア政府の命令で

スパイ活動を行ったとして有罪判決を受けた外国人

３人が刑を逃れて失踪していることを報じた。東部ル

ブリン市の地方裁判所は、１６人のうち１４人に有罪

判決を言い渡した。このうち、ロシア連邦保安庁

（FSB）の職員が遠隔で統率したグループは、ポーラ

ンドの空港を監視し、列車爆破や殺人まで計画して

いたとされる。問題の３人は、比較的刑が軽かったた

め、裁判所が被告の仮拘留を解除したところ、その

直後に行方をくらました。 

 

ロシアによるサイバー攻撃に関する世論調査結果

【１９日】 

 １９日、スーパーエクスプレス紙は、世論踏査の結

果、ポーランド人の大半がロシアによるサイバー攻

撃を懸念していることが明らかになったと報じた。同

調査では、「ロシアのハッカーによるサイバー攻撃を

懸念しているか」との質問に対し、７３％が「懸念して

いる」と回答した。そのほか、１９％が「懸念していな

い」、８％が「分からない」と回答した。同紙は、「サイ

バー攻撃は、従来の方法よりも戦争を行う際の危険

性が低い。彼らは、政府機関を麻痺させ、フェイク

ニュースを拡散させ、デジタルツールへのアクセスを

遮断することができる」とした。この調査は、６月５日

から６日にかけて、１，０３１人を対象に行われた。

 

能登半島地震災害義援金について(ポーランド国内の口座) 

 令和６年（２０２４年）１月１日に発生した能登地方を震源とする地震で被災された方々を支援するための災害

義援金について、ポーランド国内の口座についても開設しているところ、下記のとおりお知らせいたします。 

  

1 ズロチ口座 

 銀行名：  BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

 住所  ：  ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa 

 口座名：  AMBASADA JAPONII 

         ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa 

  口座番号：02 1240 6292 1111 0011 3418 0435 

  

2 ユーロ口座 

 銀行名： BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

 住所 ：  ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa 

 口座名： AMBASADA JAPONII 

          ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa 

 口座番号：91 1240 6292 1978 0011 3418 0103 

  

（注１）上記の口座に振り込みいただいた義援金につきましては、取りまとめの上、日本政府宛に送金された後、

被災者に分配されることとなります。 

 また、特に御希望がある場合には日本赤十字社宛に送金することも可能です。その場合は、送金情報の備

考欄に「To Japanese Red Cross Society」と記載してください（記載がない場合には、日本政府宛として受け付

けます。）。 

（注２）被災地の各地方公共団体においても、義援金受入口座を開設しておりますので、各地方公共団体の

HP を御確認ください。 

 なお、石川県の災害義援金情報は以下のリンクにより御確認ください。 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0601.html 

 

 

大使館からのお知らせ 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0601.html
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欧州でのテロ等に対する注意喚起 

欧州では、「イラク・レバントのイスラム国」（ＩＳＩＬ）の台頭以降、一般市民等のソフトターゲットを標的としたテ

ロが相次いで発生しており、今後も更なるテロの発生が懸念されます。 

観光客やイベント等を標的とするテロに警戒する必要があることに加え、イベント等の警備のため手薄となっ

た他の都市でのテロの実行も懸念されます。以上を踏まえ、以下のテロ対策をお願いします。 

１ 外務省が発出する海外安全情報及び現地報道等で最新の治安情勢等の関連情報の入手に努めるととも

に、日頃から注意を怠らないようにする。 

２ 以下の場所がテロの標的となりやすいことを十分認識する。 

観光施設、観光地周辺の道路、記念日・祝祭日等のイベント会場、レストラン、ホテル、ショッピング・モール、

スーパーマーケット、ナイトクラブ、映画館等人が多く集まる施設、教会・モスク等宗教関係施設、公共交通機

関、政府関連施設（特に軍、警察、治安関係施設）等。  

３ 上記２の場所を訪れる際には、周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場

を離れる、できるだけ滞在時間を短くする等の注意に加え、その場の状況に応じた安全確保に十分注意を払う。 

４ 現地当局の指示があればそれに従う。特にテロに遭遇してしまった場合には、警察官等の指示をよく聞き

冷静に行動するように努める。 

５ 不測の事態の発生を念頭に、訪問先の出入口や非常口、避難の際の経路、隠れられる場所等についてあ

らかじめ入念に確認する。 

詳しくは下記リンク先を御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

テロ・誘拐対策に関しては、以下も併せて参照してください。 

（１）パンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策 Q＆A」 

（パンフレットは、https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_03.html に掲載。） 

（２）パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」 

（パンフレットは、http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_10.html に掲載。） 

（３）ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル 

（マニュアルは、http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html に掲載） 

６ テロの類型別留意事項は以下のとおりです。 

【車両突入型テロ】 

●ガードレールや街灯などの遮へい物がない歩道などでは危険が増すことを認識する。 

●歩道を歩く際はできるだけ道路側から離れて歩く。 

【爆弾、銃器を用いたテロ】 

●爆発や銃撃の音を聞いたら、その場に伏せるなど直ちに低い姿勢をとり、頑丈なものの陰に隠れる。 

●周囲を確認し、可能であれば、銃撃音等から離れるよう、低い姿勢を保ちつつ速やかに安全なところに退

避する。閉鎖空間の場合、出入口に殺到すると将棋倒しなどの二次的な被害に遭うこともあるため、注意が

必要。 

●爆発は複数回発生する可能性があるため、爆発後に様子を見に行かない。 

【刃物を用いたテロ】 

●犯人との距離を取る。周囲にある物を使って攻撃から身を守る。 

【イベント会場、空港等の屋内でのテロ】 

●不測の事態の発生を念頭に、出入口や非常口、避難の際の経路等についてあらかじめ入念に確認する。 

●会場への出入りに際しては、混雑のピークを外し、人混みを避ける。 

●セキュリティが確保されていない会場の外側や出入口付近は危険であり、こうした場所での人混みや行列

は避けるようにする。空港等では、人の立入りが容易な受付カウンター付近に不必要に近寄ったり長居した

りすることはせず、セキュリティ・ゲートを速やかに通過する。 

●二次被害を防ぐため、周囲がパニック状態になっても冷静に行動するよう努める。 

 

孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ 

 外務省では、２０２１年７月から、日本のＮＰＯ５団体と連携し、在外邦人の皆様がＮＰＯ団体にチャットやＳＮＳ

を通じて直接相談することを支援する取り組みを開始しました。下記リンク先よりＮＰＯ５団体の取組などが紹

介されておりますので、ご関心のある方は是非ご活用下さい。 

（外務省海外安全ＨＰ） https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.htmｌ 

 

 

http://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_03.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_10.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.html
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「在留届」の提出及び「たびレジ」への登録のお願い 

３か月以上海外に滞在する方は在留届の提出を、３か月未満の場合は「たびレジ」への登録を必ず実施して

ください。共にオンラインでの提出・登録が可能です。渡航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は総領事

館からの連絡を受け取ることができます。また、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておく

ようにしてください。 

また、「在留届」をご提出いただいた方におかれましては、ご帰国やお引っ越し、ご提出いただいた記載内容

に変更があった場合には、「変更届」や「帰国・転出届」の提出をお忘れなくお手続き下さい。 

下記リンク先から「在留届」の提出及び「たびレジ」に登録することができます。 

（在留届）  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

（たびレジ） https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

 

有効期間１０年の旅券の発給申請可能年齢等の引き下げについて 
成年年齢が２０歳から１８歳に引き下がる民法の改正（平成３０年）に伴い、旅券法の一部改正を行った

ことにより、令和４年４月１日以降、有効期間が１０年の旅券の申請可能な年齢及び、旅券発給申請に当た

り親権者の同意が不要となる年齢が１８歳以上となります。 

 

旅券のオンライン申請等の開始について 
２０２３年３月２７日から旅券の申請手続きをオンラインで行うことができるようになりました。オンラ

イン申請を行っていただければ、在外公館に来館する必要はなくなりますので、是非ご活用下さい。オンラ

イン申請を行うためには、スマートフォンへの在留邦人用旅券申請アプリのインストールやオンライン在留

届（ＯＲＲネット）への登録が必要となります。なお、新規旅券の受取は、引き続き当館に来ていただく必

要がありますのでご留意下さい。 

詳細：https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100484349.pdf 

 

〔お知らせ〕大使館広報文化センター開館時間 

平日 ９:００ – １２:３０及び１３:３０ – １７:００ 

 

問合せ 先：在ポーラン ド日本大 使館広報文化 セン ター （電話 ：２ ２-５ ８４- ７３ ００ 、E メール： info-

cul@wr.mofa.go.jp、住所：Al. Ujazdowskie 51, Warszawa） 

 

 

〔予定〕第９回日本祭り「Matsuri – Piknik z Kulturą Japońską【６月２２日（土）１１：３０～１９：０

０】 

 ワルシャワ市のスウジェフ文化センターにて、ポーランド商工会、ポーランド日本人会及び在ポーランド

日本大使館共催による第９回「日本祭り」が開催されます。様々なステージ演目、武道、着付け、書道、マ

ンガ、けん玉等のワークショップ・展示など日本をまるごと体験できるイベントです。そのほか、日経企業

による展示、日本食の販売なども予定されています。入場料は無料です。 

開催場所：Służewski Dom Kultury, ul. Jana Sebastiana Bacha 15, Warszawa 

詳細： 

フェイスブック：https://www.facebook.com/nihon.matsuri.piknik   

インスタグラム：https://www.instagram.com/nihon.matsuri/   

ウェブサイト：http://www.pl.emb-japan.go.jp/matsuri.html  

 

〔予定〕日本文化講座「忍者の虚像と実像」【６月２４日（月）１８：３０～】 

 在ポーランド日本大使館広報文化センターにて、三重大学国際忍者研究センター副センター長の山田雄司

教授による文化講座「忍者の虚像と実像」が開催されます。講義言語は日本語で、ポーランド語の逐次通訳

もあります。参加登録はこちらから（参加無料）：https://forms.office.com/r/pssgTtd5h2  

開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話：２２ -５８４ -７３ ００，E メール：info-c

ul@wr.mofa.go.jp、住所：Al. Ujazdowskie 51，Warszawa） 

 

〔開催中〕教育美術展「広重～浮世絵の世界への旅～」【４月２８日（日）～１１月３日（日）】 

クラクフ市の日本美術技術博物館Mangghaにて、教育美術展「広重～浮世絵の世界への旅～」が開催中です。

文化行事・大使館関連行事 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100484349.pdf
mailto:info-cul@wr.mofa.go.jp
mailto:info-cul@wr.mofa.go.jp
https://www.facebook.com/nihon.matsuri.piknik
https://www.instagram.com/nihon.matsuri/
http://www.pl.emb-japan.go.jp/matsuri.html
https://forms.office.com/r/pssgTtd5h2
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浮世絵の作り方を紹介する教育美術展で、来場者はワークショップに参加も可能で、歌川広重氏の作品とそ

の浮世絵のアニメーションプロジェクトに参加することもできます。入場は有料です。 

開催場所： Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 

 

〔開催中〕展覧会「BACKGROUND」【５月１７日（金）～９月１５日（日）】 

クラクフ市の日本美術技術博物館Mangghaにて、展覧会「BACKGROUND」が開催中です。浮世絵をはじめ、伝統

文化の作品と現代のポップカルチャーの作品の背景や歴史を紹介する展覧会です。入場は有料です。 

開催場所： Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 

 

本資料は、ポーランドの政治・社会情勢を中心に、各種報道をとりまとめたものです。 

報道をベースにしておりますので、記載事項の信頼性については責任を負いかねます。 

記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示すものではなく、 特定の団体・個人の利益を代表するもの

ではありません。 

 

皆様からの情報提供をお待ちしています 

大使館では、読者の皆様に幅広くポーランドの情報をお伝えするため、皆様からの情報をお待ちしています。社

会・生活情報やお勧めのイベント、困ったことなど、皆様に伝えたいと思われる情報があれば、下記のアドレスまで

御連絡ください。（営利目的など、内容によっては対応できかねる場合もありますので御了承ください。） 

 

【お問い合わせ・配信登録】 

本資料は、ポーランドに関心のある方であれば誰でも受け取ることができます。 「新たに配信を受けたい」、「送

付先Ｅメールアドレスを変更したい」、「配信を停止したい」等の依頼につきましては、下記のＥメールアドレスまで

御連絡ください。大使館ウェブサイト（http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm）も併せて御覧ください。 

本資料に関する問い合わせ E メールアドレス（newsmail@wr.mofa.go.jp） 

mailto:在ポーランド日本国大使館newsmail@wr.mofa.go.jp

